
小計 配点 得点

〔設問１〕二重起訴の禁止 〔30〕 0

〇問題提起（二重起訴の禁止・条文の指摘） 〔5〕 5

〇民訴法１４２条の要件 〔13〕

・民訴法１４２条の趣旨 3

・当事者の同一性 3

・訴訟物の同一性 5

・あてはめ 2

〇反訴の場合の適用除外 〔5〕

・理由の説明 3

・あてはめ 2

〇結論 〔2〕 2

〇裁量点 〔5〕 5

〔設問１〕債務不存在確認訴訟と反訴の関係 〔35〕 0

〇問題提起（訴えの利益の後発的消滅） 〔5〕 5

〇確認の利益 〔13〕

・確認の利益が必要な理由 5

・確認の利益の内容 5

・あてはめ（第１訴訟提起時における確認の利益の存在） 3

〇第２訴訟提起による訴えの利益の消滅 〔9〕

・理由の説明 6

・結論 3

〇結論 〔3〕 3

〇裁量点 〔5〕 5

〔設問２〕 〔35〕 0

〇問題提起 〔8〕

・民訴法３８条の要件を充たすこと 4

・問題の所在の指摘 4

〇民訴法３８条の趣旨 〔4〕 4

〇訴えの主観的追加的併合の可否 〔15〕

・原告のメリット 4

・訴訟経済に反すること 4

・追加される被告の手続保障 4

・原告には口頭弁論の併合の可能性があること 3

〇結論 〔3〕 3

〇裁量点 〔5〕 5

合　計 〔100〕 100 0
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